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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の数　　　　　　　　　75社
⑵　主要な連結子会社の名称　　　　　いすゞ自動車販売㈱

いすゞ自動車近畿㈱
いすゞ自動車首都圏㈱
いすゞ モーターズ アメリカ エルエルシー
泰国いすゞ自動車㈱

⑶　連結の範囲の変更　　　　　　　　①IJTテクノロジーホールディングス㈱は、共同株式移転の方法に
よる新規設立のため、連結の範囲に含めている。ホールディン
グス会社の設立に伴う議決権増加のため、自動車部品工業㈱及
びテーデーエフ㈱は、持分法適用会社から連結子会社となり、
トーカイ㈱、Jibuhin(Thailand)Co.,Ltd.及びPT.JIDOSHA 
BUHIN INDONESIAは、新たに連結の範囲に含めている。

②いすゞリーシングサービス㈱、㈱いすゞアールエス及びIsuzu 
Global CV Engineering Center Ltd.は新規設立のため、連結
の範囲に含めており、いすゞ・やまとエンジン㈱は、株式の取
得により連結の範囲に含めている。また、Shonan Unitec 
(Thailand)Co.,Ltd.、ICL(Thailand)Co.,Ltd.、Isuzu Body 
Corporation（Thailand）Ltd.は、重要性が増したため、連結
の範囲に含めている。

⑷　主要な非連結子会社の名称　　　　函館いすゞモーター㈱
⑸　連結の範囲から除いた理由　　　　非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産・売上高ならび

に当期純損益・利益剰余金(持分相当額)等の合計額が連結会社の
総資産・売上高ならびに当期純損益・利益剰余金(持分相当額)等
に占める割合はいずれも僅少であり、連結計算書類に重要な影響
を与えないので連結の範囲から除外している。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用会社の数　　　　　　　63社
⑵　主要な持分法適用会社の名称

非連結子会社　　　　　　　　　　大森熱供給㈱
関連会社　　　　　　　　　　　　ジェイ・バス㈱
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⑶　持分法の適用範囲の変更 ①ISUZU TECHNO(Thailand)Co.,LTD.、PT.ITEMA 
INDONESIA及びPT.LNX ILC INDONESIAは新規設立のた
め、またディーゼルユニット㈱は、株式の取得により持分法適
用の非連結子会社に含めている。江西五十鈴発動機有限公司は
出資により、またアナドールいすゞオートモーティブサナイは
重要性が増したため、持分法適用の関連会社としている。

②Shonan Unitec(Thailand)Co.,Ltd.、ICL(Thailand)Co.,Ltd.、
Isuzu Body Corporation（Thailand）Ltd.は、重要性が増し
たため、持分法適用の非連結子会社から連結子会社としている。
また、自動車部品工業㈱及びテーデーエフ㈱は、ホールディン
グ会社の設立に伴う議決権増加のため、持分法適用の関連会社
から連結子会社としている。ISPOL Holding B.V.及びIsuzu 
Motors Polska Sp.z.o.o.は、売却のため、持分法適用の関連会
社から除外している。

⑷　持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称
非連結子会社　　　　　　　　　　函館いすゞモーター㈱
関連会社　　　　　　　　　　　　鈴木運輸㈱

⑸　持分法を適用しない理由　　　　　上記の非連結子会社及び関連会社については、いずれも連結計算
書類におよぼす影響が軽微であり、かつ全体としてもその影響の
重要性が乏しいので、持分法適用の範囲から除外している。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、在外子会社27社の決算日は、平成25年12月31日である。連結計算書類の作成にあた
っては、それぞれの財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な
調整を行っている。
また、国内子会社34社、在外子会社14社の決算日は連結決算日と一致している。

４．会計処理基準に関する事項
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
①時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
②時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法
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⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①連結計算書類作成会社　　　　　総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)
②連結子会社　　　　　　　　　　主として、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法)
⑶　デリバティブ取引の評価の方法

時価法
⑷　固定資産の減価償却方法

①有形固定資産
（リース資産を除く）

主として、定額法。一部、定率法によっている。

②無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法。なお、無形固定資産に含まれる「ソフトウェア」の減価
償却方法は、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額
法によっている。

③リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってい
る。なおリース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取
引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理に
よっている。

⑸　重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金　　　　　　　　　　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
している。また在外連結子会社は、個別に判定している。なお、
連結会社相互の債権・債務を相殺消去したことに伴う貸倒引当金
の調整計算を実施している。

②賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるための引当で、当連結会計年度に負担
すべき支給見込額を計上している。

③製品保証引当金　　　　　　　　製品のアフターサービスに対する費用の支出に充てるための引当
で、保証書の約定に従い、過去の実績を基礎にして計上している。

⑹　重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
いる。また、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調
整勘定及び少数株主持分に含めている。
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⑺　重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

a．為替予約及び通貨オプション
　振当処理（要件を満たしていないものを除く）

b．金利スワップ、金利オプション
　繰延処理または金融商品に係る会計基準に定める特例処理

②ヘッジ手段とヘッジ対象
a．ヘッジ手段
　金利スワップ、金利オプション、為替予約取引、通貨オプション

b．ヘッジ対象
　外貨建債権債務、借入金

③ヘッジ方針
当社は、将来の市場価格の変動に対するリスクヘッジとしてデリバティブ取引を導入しており、外
貨建債権債務、借入金の範囲で利用している。

④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判定を行う。ただ
し、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略している。

⑤その他
当社内にはデリバティブ取引に関する内規があり、内規には取引の目的、内容、保有限度、報告体
制等を定めており、これに基づいて取引及びリスク管理を行っている。

⑻　収益及び費用の計上基準
割賦販売利益の計上基準は一部の連結子会社を除き、割賦販売基準を採用している。

⑼　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を見積もり、原則としてその計上後20年以内の期
間で定額法により償却を行っている。

⑽　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基

づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上している。過去勤務費用は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理している。数理計算上
の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に
おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。

②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
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５．会計方針の変更
退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」
という）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月
17日。以下「退職給付適用指針」という）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基
準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く）退職給付債務から年金資産の
額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認
識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上している。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っており、
当連結会計年度において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計
額に加減している。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が97,437百万円計上されるとともに、その
他の包括利益累計額が18,003百万円減少し、少数株主持分が696百万円減少している。
なお、1株当たり純資産は10円62銭減少している。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産

担保に供している資産
土地 13,101百万円
建物及び構築物 11,255百万円
機械装置及び運搬具 11,687百万円
その他 202百万円

担保付債務
短期借入金 3,020百万円
長期借入金（含む一年内返済分） 12,123百万円

（内、登記留保に係る債務が4,260百万円含まれている）

２．有形固定資産の減価償却累計額 758,160百万円

３．偶発債務
保証債務残高 697百万円

－ 5 －

連結注記表



４．事業用土地の再評価
親会社及び一部の連結子会社は、「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31
日　法律第24号）に基づき、事業用土地の再評価を行っている。この評価差額のうち、当該評価差額に係
る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再
評価差額金」として純資産の部に計上している。
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との差額は、
65,510百万円である。

５．偶発事象
タイ国の自動車製造・販売子会社である泰国いすゞ自動車株式会社は、決算日現在、過去の関税の特恵取
引につきタイ関税当局との協議を検討している。現時点において、協議の結果次第で生じるかもしれない
影響額を合理的に見積もることは困難であるため、当該影響額は当連結計算書類に反映されていない。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における種類ごとの発行済株式の総数

普通株式 1,696,845,339株

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成25年 6 月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 10,168 6円00銭 平成25年

 3 月31日
平成25年
 6 月28日

平成25年10月25日
取締役会 普通株式 利益剰余金 10,168 6円00銭 平成25年

 9 月30日
平成25年
11月29日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成26年 6 月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 10,168 6円00銭 平成26年

 3 月31日
平成26年
 6 月30日
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社では、資金運用については預金の一部に限定し、また、資金調達については、主に銀行から借入を行
っている。受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクに関しては、当社の経理規程に従い、常に取引
先に対する債権残高に注意をしている。投資有価証券は主に資本関係を有する企業の株式であり、当社の
有価証券に関する規程に従い、時価を管理している。デリバティブは、将来の市場価格の変動に対するリ
スクを回避するために、外貨建債権債務及び借入金の範囲で利用している。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれて
いない。（（注2）参照）

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計上額（※1） 時価（※1） 差額

⑴　現金及び預金 234,849 234,849 －

⑵　受取手形及び売掛金 253,140 253,140 －

⑶　リース投資資産 18,526 18,984 458

⑷　投資有価証券
その他有価証券 53,250 53,250 －

⑸　支払手形及び買掛金 (309,194) (309,194) －

⑹　電子記録債務 (9,003) (9,003) －

⑺　短期借入金 (23,516) (23,516) －

⑻　未払費用 (41,623) (41,623) －

⑼　長期借入金（※2） (104,995) (105,407) (412)

⑽　デリバティブ取引（※3） (257) (257) －

(※1)負債に計上されているものについては、(　)で示している。
(※2)長期借入金については、一年内返済予定の長期借入金も含めて示している。
(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、(　)で示している。
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(注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
⑴　現金及び預金、ならびに⑵　受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい
る。

⑶　リース投資資産
一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率によ
り割り引いた現在価値によっている。

⑷　投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっている。

⑸　支払手形及び買掛金、⑹　電子記録債務、⑺　短期借入金ならびに⑻　未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい
る。

⑼　長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定している。

⑽　デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。（上記⑼参照）
為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているた
め、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載している。

(注2)非上場株式(連結貸借対照表計上額6,298百万円)、非連結子会社及び関連会社に対するもの（連結貸借対
照表計上額69,364百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑷　投資有価証券　その他有価証券」に
は含めていない。

賃貸等不動産に関する注記
金額的重要性がないため省略した。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 373円77銭
１株当たり当期純利益 70円43銭

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎
期中平均株式数 1,694,184,445株
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重要な後発事象に関する注記
１．自己株式の取得について

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読
み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議した。

⑴　自己株式を取得する理由
資本効率の向上及び機動的な資本政策の実施などを目的とする。

⑵　取得し得る株式の種類及び総数
普通株式　　　　　　　　　　上限　20,000,000株
（平成26年3月末の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.18％）

⑶　株式の取得原価の総額
　　　　　　　　　　　　　　上限　10,000,000,000円

⑷　取得期間
平成26年5月13日から平成26年6月30日

２．株式併合等について
当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、当社株式の売買の利便性の改善とそれによる流動性
の向上を図ることを目的として、株式の併合（2株を1株に併合）、単元株式数の変更（1,000株から100
株に変更）及び発行可能株式総数の変更（33億6,900万株から17億株に変更）を決定し、これらに係る議
案を平成26年6月27日開催予定の第112回定時株主総会に付議することを決議した。なお、本議案が株主
総会において可決承認された場合、株主併合等の効力発生日はいずれも平成26年10月1日を予定してい
る。

当該株式併合等が当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は以下のと
おり。
１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　747円53銭
１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　140円85銭
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
会計処理基準に関する事項
１．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　関連会社株式及び子会社株式等　　移動平均法による原価法（一部について評価減を行っている)
⑵　その他有価証券

①時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

２．デリバティブ取引の評価方法　　　　　時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法　　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法)

４．固定資産の減価償却方法
⑴　有形固定資産
(リース資産を除く)

定額法。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について
は、３年間で均等償却している。

⑵　無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法。なお、無形固定資産に含まれる「ソフトウェア」の減価
償却方法は、社内における利用可能期間（５年間）に基づく定額
法によっている。

⑶　リース資産　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。

５．重要な引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

⑵　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に充てるための引当で、当事業年度に負担すべ
き支給見込額を計上している。

⑶　製品保証引当金　　　　　　　　　製品のアフターサービスに対する費用の支出に充てるための引当
で、保証書の約定に従い、過去の実績を基礎にして計上している。

⑷　退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上している。過去勤務費用は、発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による定
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額法により費用処理している。数理計算上の差異は、各事業年度
の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業
年度から費用処理することとしている。

６．重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

７．重要なヘッジ会計の方法
⑴　ヘッジ会計の方法　　　　　　　　a.為替予約及び通貨オプション

振当処理(要件を満たしていないものを除く)
b.金利スワップ、金利オプション

繰延処理または金融商品に関する会計基準に定める特例処理
⑵　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　a.ヘッジ手段

金利スワップ、金利オプション、為替予約取引、通貨オプショ
ン

b.ヘッジ対象
外貨建債権債務、借入金

⑶　ヘッジ方針　　　　　　　　　　　当社は、将来の市場価格の変動に対するリスクヘッジとしてデリ
バティブ取引を導入しており、外貨建債権債務、借入金等の範囲
で利用している。

⑷　ヘッジ有効性評価の方法　　　　　ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比
較して有効性の判定を行う。ただし、特例処理によっている金利
スワップについては有効性の評価を省略している。

⑸　その他　　　　　　　　　　　　　当社内にはデリバティブ取引に関する内規があり、内規には取引
の目的、内容、保有限度、報告体制等を定めており、これに基づ
いて取引及びリスク管理を行っている。

８．繰延資産の処理方法
支出時に全額費用として処理する方法を採用している。

９．その他計算書類作成のための基本となる重要事項
⑴　退職給付に係る会計処理　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用

の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの
会計処理の方法と異なっている。

⑵　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっている。
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 444,421百万円

２．偶発債務
保証債務残高 554百万円

３．関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 123,303百万円
長期金銭債権 4,218百万円
短期金銭債務 63,686百万円
長期金銭債務 287百万円

４．その他の事項
土地の再評価に関する法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末の時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額は、63,264百万円である。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売上高 502,637百万円
仕入高 243,153百万円
営業取引以外の取引高 6,876百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類と数

普通株式 2,147,334株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動資産）
未払費用見積計上 6,889百万円
賞与引当金 3,111百万円
未払事業税 2,318百万円
繰越税額控除 328百万円
たな卸資産評価減 493百万円
その他 2,367百万円
評価性引当額 △2,511百万円

繰延税金資産（流動資産）合計 12,997百万円
繰延税金負債（流動負債）

繰延ヘッジ損益 21百万円
繰延税金負債（流動負債）合計 21百万円
繰延税金資産（流動資産）の純額 12,975百万円
繰延税金資産（固定資産）

退職給付引当金 16,478百万円
投資評価減 11,491百万円
その他 3,247百万円
評価性引当額 △20,586百万円

繰延税金資産（固定資産）合計 10,631百万円
繰延税金負債（固定負債）

その他有価証券評価差額金 5,254百万円
繰延税金負債（固定負債）合計 5,254百万円
繰延税金資産（固定資産）の純額 5,376百万円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 38.0％
(調整）

評価性引当額の増減等 △0.6％
外国源泉税額 3.9％
海外子会社受取配当益金不算入 △0.8％
税額控除 △11.8％
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.1％
その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布さ
れ、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月
１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％とな
る。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が881百万
円減少し、繰延ヘッジ損益が１百万円、法人税等調整額が883百万円増加している。

関連当事者との取引に関する注記
子会社

会社等の名称
議決権等の
所 有 ・
被所有割合

関連当事者との関係 取引の内容 取 引 金 額
(百万円) 科 目 期 末 残 高

(百万円)

いすゞ自動車
販売株式会社

直接
75% 製品の販売 車両・部品の販売(注) 367,803 売 掛 金 77,594

いすゞ　ｵｰｽﾄ
ﾗﾘｱ　ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

　　直接
100% 製品の販売 車両・部品の販売(注) 36,701 売 掛 金 12,131

自動車部品工
業株式会社

　　間接
41.61% 部品の購入 原材料等の購入(注) 53,160 買 掛 金 9,593

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)価格その他の取引条件は、一般の取引と同様に決定している。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 258円85銭
１株当たり当期純利益 33円36銭

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎
期中平均株式数 1,694,742,921株

重要な後発事象に関する注記
１．自己株式の取得について

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読
み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議した。

⑴　自己株式を取得する理由
資本効率の向上及び機動的な資本政策の実施などを目的とする。

⑵　取得し得る株式の種類及び総数
普通株式　　　　　　　　　　上限　20,000,000株
（平成26年3月末の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.18％）

⑶　株式の取得原価の総額
　　　　　　　　　　　　　　上限　10,000,000,000円

⑷　取得期間
平成26年5月13日から平成26年6月30日

２．株式併合等について
当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、当社株式の売買の利便性の改善とそれによる流動性
の向上を図ることを目的として、株式の併合（2株を1株に併合）、単元株式数の変更（1,000株から100
株に変更）及び発行可能株式総数の変更（33億6,900万株から17億株に変更）を決定し、これらに係る議
案を平成26年6月27日開催予定の第112回定時株主総会に付議することを決議した。なお、本議案が株主
総会において可決承認された場合、株主併合等の効力発生日はいずれも平成26年10月1日を予定してい
る。

当該株式併合等が当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は以下のとおり。
１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　517円71銭
１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　  66円73銭

以　上
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